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  行い、理解を深めた。 
 
（４）食品営業許可施設の監視指導 
    と畜場に併設する食肉処理業、食肉販売業、食品の冷凍冷蔵業の食品営業許可施設につい 

て監視を実施（令和３年度２２回実施）し、不適事項については改善するよう指導した。 
 
 
 
３ と畜検査データフィ－ドバック事業 
 
（１）生産者等へのフィードバック 
   食肉の安全性確保対策の一環として、平成６年４月から検査デ－タのフィ－ドバック事業 
  を継続している。 
    と畜検査で得た家畜の疾病状況を１か月ごとのデータとして取りまとめ、家畜保健衛生所 
  及び生産者・農協等へフィードバックしている。 
   当検査所、家畜保健衛生所及び生産者が連携、協力していくことで、家畜の疾病排除、疾 
  病予防、生産性の向上につながり、ひいては安全な食肉の提供に寄与している。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 フィードバック事業参加者数 

区  分 牛 豚 

家畜保健衛生所 3 3 

生産者 30 20 

 
 
（２）臨床獣医師へのフィードバック 
   臨床獣医師が診断した動物について、臨床獣医師からの依頼及び生産者からの承諾が得ら

れたものについては、臨床獣医師へと畜検査結果の情報提供を行い、生産現場との連携強化
を図った。 

フィードバックデータ 

家畜保健衛生所等 

食肉衛生検査所 生産者・農協等 

検査データ還元フロー 

飼養状況・薬剤使用状況等 

指導・対策 

連 携 
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５ 検査結果に基づく処分頭数 

                                                          （単位：頭数、％） 

 
区  分 

総      数 令和３年度の畜種別内訳 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 牛 馬 とく 豚 めん羊 山羊 

検査頭数 87,317 86,022 89,426 86,582 83,948 82,249 5,173 0 5 77,057 5 9 

処分頭数 

(処 分 率) 

40,371 

(46.2) 

35,047 

(40.7) 

34,072 

(38.1) 

41,412 

(47.8) 

36,807 

(43.8) 

26,634 

(32.4) 

4,237 

(81.9） 

0 5 

(100) 

22,389 

(29.1) 

2 

(40.0) 

1 

(11.1) 

 

内 

 

訳 

と殺・解体禁止 3 0 0 2 1 5 0 0 0 5 0 0 

全部廃棄 

(処 分 率) 

189 

(0.22) 

299 

(0.33) 

299 

(0.33) 

312 

(0.36) 

240 

（0.29） 

344 

(0.42) 

135 

(2.6) 
0 0 

209 

(0.27) 
0 0 

一部廃棄 

(処 分 率) 

40,179 

(46.1) 

33,773 

(37.8) 

33,773 

(37.8) 

41,098 

(47.5) 

36,566 

(43.6) 

26,285 

(32.0) 

4,102 

(79.3) 
0 

5 

(100) 

22,175 

(28.8) 

2 

(40.0) 

1 

(11.1) 

 

６ 鳥取県食肉衛生検査所案内図 
 
 ○ 列車を利用される方へ 
       ＪＲ山陰本線 御来屋（みくりや）駅から検査所までの公共交通機関はありません。予め検査所へ御連絡ください。 

 ＊ 御来屋駅から車で７分（約６ｋｍ） 
 
 ○ 車で来所される方へ 
       山陰自動車道または国道９号線をご利用ください。詳細は下図を御参照ください。なお、不明な場合は検査所へ御連 
   絡ください。 

 ＊ ＪＲ米子駅から車で４０分 
 

  

至鳥取   至米子   

鳥取県食肉衛生検査所     

山陰自動車道   

至米子市   
至琴浦町 

  

至大山ＩＣ   至中山ＩＣ 
  

名和総合   
運動公園   

道の駅   
大山恵みの里   

名和ＩＣ   

約１．１ｋｍ   

広域農道   

至下市駅   至名和 駅   

道路標識有 
 

道路標識有 
  

ＪＲ山陰本線   

  

名和 
  小学校 

  
  

  

信号機 
  

大山町役場 
  

国道９号線   

  

信号機 
  

  御来屋駅 
みくりや 

な わ 

至
大
山 

至
大
山 


